
QR コード

「指導計画の作成に当たっては、教育内容と、教育活動
に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源を
含めて活用しながら効果的に組み合わせていますか」の
設問に「よくしている」「どちらかといえばしている」と回答
した教職員の割合

小　90.9%
中　 100%

小　100%
中　100%

全国学力・学習状況
調査学校質問紙調査

市立小中学校の高速大容量通信インフラの整備率 65.6％ 100％
市立小中学校の
高速大容量通信
インフラ整備の実績

市立小中学校の普通教室のアクセスポイントの整備率 100％ 100％
学校における教育の
情報化の実態等に
関する調査

月あたり正規の勤務時間を80時間以上超過する教職
員の割合（年平均）

指　標 Ｒ５年度の
現況値

Ｒ１１年度の
目標値

データの
出典

3.2% 0% 「教職員の時間外勤
務について」データ

「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思います
か」の設問に「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」
と回答した児童生徒の割合

指　標 Ｒ５年度の
現況値

Ｒ１１年度の
目標値

データの
出典

小　82.2％
中　67.2％

小　85.0％
中　85.0％

全国学力・学習状況
調査児童生徒質問

紙調査

電子申請の手続き件数

指　標 Ｒ５年度の
現況値

Ｒ１１年度の
目標値

データの
出典

144件 169件 電子申請システム実績

   資料編
1　アンケート結果の概要

　本大綱の策定にあたり、市民の意見を把握し、計画の基礎資料とするため「学校教育」、「生涯学習」、
「運動・スポーツ」、「図書館利用」、「家庭・地域・学校の連携」などについて、市民及び小学生・中学生を
対象にアンケート調査を実施しました。

①調査時期
　アンケート実施期間：令和6年7月1日（月）～7月28日（日）

②調査対象
　【市民】　市内に住民登録がある18歳以上の人
　【小学生】市立全小学校の5年生・6年生
　【中学生】市立全中学校の1年生～3年生

③調査方法
　【市民】
　　Webアンケートによる調査・回答
　　（甲斐市LINE公式アカウントと市のウェブサイト）
　【小学校・中学校】
　　児童生徒に配布されているタブレット端末を用いたWebアンケートによる調査・回答

④調査結果
　【市民】有効回答数：1,938件
　【小学生・中学生】有効回答数　小学生：1,124件　　中学生：1,496件

※アンケート結果の詳細については、
　右のQRコードより市ウェブサイトにてご覧ください。

基本方針２　質の高い教育のための環境整備

　施策項目　（１）魅力ある学校を支える指導体制の充実
　　　　　　（２）学校における働き方改革の推進
　　　　　　（３）安心・安全な教育環境整備
　　　　　　（４）ICT活用のための環境整備

基本方針３　家庭・地域・学校の連携・協働の推進による地域教育力向上

　施策項目　（１）家庭・地域・学校の連携・協働の推進

基本方針４　教育分野におけるＤＸの推進とデジタル社会を担う人材の育成

　施策項目　（１）GIGAスクール構想の推進
　　　　　　（２）教育分野におけるDXの推進

第
６
章

資
料
編

－61－ －62－− 62−



2　甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議設置条例
令和4年3月11日

条例第2号
（設置）
第1条　甲斐市の将来を担う人材育成を目指し、特色ある教育の推進を図るため、教育基本法（平成18
年法律第120号）第17条第2項の規定に基づく甲斐市における教育振興基本計画として策定する創甲
斐教育推進大綱（以下「推進大綱」という。）について調査審議するため、甲斐市教育委員会（以下「教育委
員会」という。）の附属機関として、甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議（以下「策定会議」という。）を設置
する。

（所掌事務）
第2条　策定会議は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
（1）　推進大綱策定のための基本的事項
（2）　推進大綱の計画案
（3）　その他推進大綱策定に必要な事項

（組織）
第3条　策定会議は、委員20人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
（1）　自治会連合会役員代表者
（2）　社会教育委員代表者
（3）　民生委員・児童委員代表者
（4）　スポーツ推進委員代表者
（5）　青少年育成関係団体代表者
（6）　学校長代表者
（7）　市PTA連絡協議会代表者
（8）　識見を有する者

（任期）
第4条　委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了するまでの間とする。
2　前条の規定による委員のうち、役職により委嘱された者の任期は、その職に在職する期間中とする。

（会長及び副会長）
第5条　策定会議に会長及び副会長2人を置く。
2　会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3　会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順
序により、その職務を代理する。　　　　　　　　　　　

（会議）
第6条　策定会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。
2　会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4　会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（プロジェクトチーム）
第7条　計画の策定に必要な基本的事項を調査研究するとともに、事業の推進体制の整備を図るため、
策定会議に関係部署の職員等で構成する推進大綱プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）
を置く。
2　プロジェクトチームの委員長は、教育部長とする。
3　プロジェクトチームは、委員長が指名する委員で構成する。
4　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
5　プロジェクトチームの会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「策定会議」
とあるのは「プロジェクトチーム」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

（庶務）
第8条　策定会議の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

（委任）
第9条　この条例に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附　則
（施行規則）
1　この条例は、令和4年4月1日から施行する。
（経過措置）
2　この条例の施行の日前に甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議設置要綱を廃止する訓令（令和4年甲
斐市教育委員会訓令第1号）により廃止された甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議設置要綱（平成21
年甲斐市教育委員会訓令第1号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定により
なされた手続その他の行為とみなす。
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2　甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議設置条例
令和4年3月11日

条例第2号
（設置）
第1条　甲斐市の将来を担う人材育成を目指し、特色ある教育の推進を図るため、教育基本法（平成18
年法律第120号）第17条第2項の規定に基づく甲斐市における教育振興基本計画として策定する創甲
斐教育推進大綱（以下「推進大綱」という。）について調査審議するため、甲斐市教育委員会（以下「教育委
員会」という。）の附属機関として、甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議（以下「策定会議」という。）を設置
する。

（所掌事務）
第2条　策定会議は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
（1）　推進大綱策定のための基本的事項
（2）　推進大綱の計画案
（3）　その他推進大綱策定に必要な事項

（組織）
第3条　策定会議は、委員20人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
（1）　自治会連合会役員代表者
（2）　社会教育委員代表者
（3）　民生委員・児童委員代表者
（4）　スポーツ推進委員代表者
（5）　青少年育成関係団体代表者
（6）　学校長代表者
（7）　市PTA連絡協議会代表者
（8）　識見を有する者

（任期）
第4条　委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了するまでの間とする。
2　前条の規定による委員のうち、役職により委嘱された者の任期は、その職に在職する期間中とする。

（会長及び副会長）
第5条　策定会議に会長及び副会長2人を置く。
2　会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3　会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順
序により、その職務を代理する。　　　　　　　　　　　

（会議）
第6条　策定会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。
2　会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4　会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（プロジェクトチーム）
第7条　計画の策定に必要な基本的事項を調査研究するとともに、事業の推進体制の整備を図るため、
策定会議に関係部署の職員等で構成する推進大綱プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）
を置く。
2　プロジェクトチームの委員長は、教育部長とする。
3　プロジェクトチームは、委員長が指名する委員で構成する。
4　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
5　プロジェクトチームの会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「策定会議」
とあるのは「プロジェクトチーム」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

（庶務）
第8条　策定会議の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

（委任）
第9条　この条例に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附　則
（施行規則）
1　この条例は、令和4年4月1日から施行する。
（経過措置）
2　この条例の施行の日前に甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議設置要綱を廃止する訓令（令和4年甲
斐市教育委員会訓令第1号）により廃止された甲斐市創甲斐教育推進大綱策定会議設置要綱（平成21
年甲斐市教育委員会訓令第1号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定により
なされた手続その他の行為とみなす。
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令和６年

令和７年

２月６日
５月２９日
６月４日
６月２５日
６月２６日
８月
８月２７日
９月５日
９月２５日
１０月２３日
１０月３１日
１１月５日
１１月７日
１１月１９日
12月13日～27日
12月16日～１月８日
１月２９日
２月
２月７日
２月１９日
２月２６日

第２回総合教育会議において協議
創甲斐教育推進大綱策定会議委員委嘱式及び第１回策定会議（諮問）
市議会総務教育常任委員会において計画の概要説明
創甲斐教育推進大綱第２回策定会議
創甲斐教育推進大綱第１回プロジェクトチーム会議
創甲斐教育推進大綱第２回プロジェクトチーム会議（書面開催）
創甲斐教育推進大綱第３回策定会議
第1回総合教育会議において協議・調整
創甲斐教育推進大綱第３回プロジェクトチーム会議
創甲斐教育推進大綱第４回策定会議
定例教育委員会において協議
創甲斐教育推進大綱第４回プロジェクトチーム会議
創甲斐教育推進大綱第５回策定会議
甲斐市議会総務教育常任委員会において概要説明
甲斐市議会議員からの意見聴取
パブリックコメントの実施
甲斐市議会総務教育常任委員会において意見聴取結果の説明
創甲斐教育推進大綱第５回プロジェクトチーム会議（書面開催）
第２回総合教育会議において協議・調整
創甲斐教育推進大綱第６回策定会議(答申)
定例教育委員会（計画決定）

氏　名 備考所属・役職 選出区分

穴水　　剛

髙橋　博次

橋本　浩明

小宮山　謙二

長田　明美

中村　直明

中込　幹也

金丸　良雄

石橋　浩二

齊藤　さや香

丹沢　貴浩

五味　正年

立川　　武

輿石　　信

清水　静香

大木　早百合

保坂　得孝

千野　文雄

小尾　平明

日永　龍彦

副会長

副会長

会長

自治会連合会会長

自治会連合会副会長

自治会連合会副会長

社会教育委員の会議委員長

社会教育委員の会議副委員長

民生委員児童委員協議会会長

民生委員児童委員協議会

スポーツ推進委員協議会会長

青少年育成甲斐市民会議会長

青少年育成甲斐市民会議運営委員

甲斐市校長会会長（竜王東小学校校長）

甲斐市校長会副会長（敷島南小学校校長）

甲斐市校長会副会長（玉幡中学校校長）

甲斐市校長会会員（双葉中学校校長）

スポーツ協会会長

図書館協議会会長

山梨大学教授

自治会連合会役員代表

自治会連合会役員代表

自治会連合会役員代表

社会教育委員代表

社会教育委員代表

民生委員・児童委員代表

主任児童委員

スポーツ推進委員代表

青少年育成関係団体代表

青少年育成関係団体代表

学校長代表

学校長代表

学校長代表

学校長代表

市ＰＴＡ連絡協議会

市ＰＴＡ連絡協議会

市ＰＴＡ連絡協議会

識見を有する者

識見を有する者

識見を有する者

甲斐市ＰＴＡ連絡協議会会長
（竜王南小学校ＰＴＡ会長）
甲斐市ＰＴＡ連絡協議会副会長
（竜王小学校ＰＴＡ会長）
甲斐市ＰＴＡ連絡協議会副会長
（双葉中学校ＰＴＡ会長）

（敬称略）
3　審議の経過

（１）経緯
　甲斐市教育委員会では、教育振興基本計画として平成２２（２０１０）年に「創甲斐教育推進大綱」を策定、
令和２（２０２０）年度には「第２次創甲斐教育推進大綱」を策定し、「甲斐市で育ち、甲斐市を育てる人づくり」
を基本理念に掲げ、様々な施策に取り組んできました。
　国は、令和５（２０２３）年４月に「第４期教育振興基本計画」を閣議決定し、県においても新たな「山梨県
教育大綱 (山梨県教育振興基本計画)」が令和６（２０２４）年３月に策定されました。
　本市では、甲斐市の実情に応じた教育振興基本計画であり、また甲斐市の教育、学術及び文化の振興
に関する総合的な施策である教育大綱として、第２次創甲斐教育推進大綱に続く「第３次創甲斐教育推進
大綱」を策定しました。
　なお、国の「第４期教育振興基本計画」、「山梨県教育大綱（山梨県教育振興基本計画）」を参酌するとと
もに、市の総合計画等との整合性も踏まえています。

（２）策定スケジュール

4　策定会議委員名簿
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令和６年

令和７年

２月６日
５月２９日
６月４日
６月２５日
６月２６日
８月
８月２７日
９月５日
９月２５日
１０月２３日
１０月３１日
１１月５日
１１月７日
１１月１９日
12月13日～27日
12月16日～１月８日
１月２９日
２月
２月７日
２月１９日
２月２６日

第２回総合教育会議において協議
創甲斐教育推進大綱策定会議委員委嘱式及び第１回策定会議（諮問）
市議会総務教育常任委員会において計画の概要説明
創甲斐教育推進大綱第２回策定会議
創甲斐教育推進大綱第１回プロジェクトチーム会議
創甲斐教育推進大綱第２回プロジェクトチーム会議（書面開催）
創甲斐教育推進大綱第３回策定会議
第1回総合教育会議において協議・調整
創甲斐教育推進大綱第３回プロジェクトチーム会議
創甲斐教育推進大綱第４回策定会議
定例教育委員会において協議
創甲斐教育推進大綱第４回プロジェクトチーム会議
創甲斐教育推進大綱第５回策定会議
甲斐市議会総務教育常任委員会において概要説明
甲斐市議会議員からの意見聴取
パブリックコメントの実施
甲斐市議会総務教育常任委員会において意見聴取結果の説明
創甲斐教育推進大綱第５回プロジェクトチーム会議（書面開催）
第２回総合教育会議において協議・調整
創甲斐教育推進大綱第６回策定会議(答申)
定例教育委員会（計画決定）

氏　名 備考所属・役職 選出区分

穴水　　剛

髙橋　博次

橋本　浩明

小宮山　謙二

長田　明美

中村　直明

中込　幹也

金丸　良雄

石橋　浩二

齊藤　さや香

丹沢　貴浩

五味　正年

立川　　武

輿石　　信

清水　静香

大木　早百合

保坂　得孝

千野　文雄

小尾　平明

日永　龍彦

副会長

副会長

会長

自治会連合会会長

自治会連合会副会長

自治会連合会副会長

社会教育委員の会議委員長

社会教育委員の会議副委員長

民生委員児童委員協議会会長

民生委員児童委員協議会

スポーツ推進委員協議会会長

青少年育成甲斐市民会議会長

青少年育成甲斐市民会議運営委員

甲斐市校長会会長（竜王東小学校校長）

甲斐市校長会副会長（敷島南小学校校長）

甲斐市校長会副会長（玉幡中学校校長）

甲斐市校長会会員（双葉中学校校長）

スポーツ協会会長

図書館協議会会長

山梨大学教授

自治会連合会役員代表

自治会連合会役員代表

自治会連合会役員代表

社会教育委員代表

社会教育委員代表

民生委員・児童委員代表

主任児童委員

スポーツ推進委員代表

青少年育成関係団体代表

青少年育成関係団体代表

学校長代表

学校長代表

学校長代表

学校長代表

市ＰＴＡ連絡協議会

市ＰＴＡ連絡協議会

市ＰＴＡ連絡協議会

識見を有する者

識見を有する者

識見を有する者

甲斐市ＰＴＡ連絡協議会会長
（竜王南小学校ＰＴＡ会長）
甲斐市ＰＴＡ連絡協議会副会長
（竜王小学校ＰＴＡ会長）
甲斐市ＰＴＡ連絡協議会副会長
（双葉中学校ＰＴＡ会長）

（敬称略）
3　審議の経過

（１）経緯
　甲斐市教育委員会では、教育振興基本計画として平成２２（２０１０）年に「創甲斐教育推進大綱」を策定、
令和２（２０２０）年度には「第２次創甲斐教育推進大綱」を策定し、「甲斐市で育ち、甲斐市を育てる人づくり」
を基本理念に掲げ、様々な施策に取り組んできました。
　国は、令和５（２０２３）年４月に「第４期教育振興基本計画」を閣議決定し、県においても新たな「山梨県
教育大綱 (山梨県教育振興基本計画)」が令和６（２０２４）年３月に策定されました。
　本市では、甲斐市の実情に応じた教育振興基本計画であり、また甲斐市の教育、学術及び文化の振興
に関する総合的な施策である教育大綱として、第２次創甲斐教育推進大綱に続く「第３次創甲斐教育推進
大綱」を策定しました。
　なお、国の「第４期教育振興基本計画」、「山梨県教育大綱（山梨県教育振興基本計画）」を参酌するとと
もに、市の総合計画等との整合性も踏まえています。

（２）策定スケジュール

4　策定会議委員名簿
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